
お取引先様　各位

汚染の拡散等の問題が生じています。そこで、平成22年4月1日に改正土壌汚染対策法が施行されました。

　 内容については、以下の事項を主眼として改正されました。

○土壌汚染状況の把握のための制度の拡充

○規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化（汚染土壌の除去指示措置の変更）

○搬出土壌の適正処理の確保

以下に、改正土壌汚染対策法の概要を示します。

 ○有害物質使用特定施設を廃止したとき［法第3条］ 自主調査において土壌汚染が判明し、

 ○面積3,000㎡以上の規模で、土壌汚染のおそれがある土地の形質変更を行うとき［法第4条］ 都道府県知事に区域の指定を申請す

 ○土壌汚染により、人の健康被害が生ずるおそれがあると、都道府県知事が認めたとき［法第5条］ ることができる［法第14条］

　 ※ 裏面の詳細参照

〔規制対象外〕

不適合

該当する 該当しない

○形質変更時要届出区域内において、土地の形質変更を

　しようとする者は、都道府県知事に計画を届出

○計画が適切でない場合は、都道府県知事が計画の変更

去等の措置の実施を指示 　を命令

○直接摂取によるリスク ○地下水等の摂取に係るリスク

　指定の事由がなくなったと都道府県知事が認めるときは、

　形質変更時要届出区域の全部または一部について指定

要措置区域内における土地の形質変更は禁止 　を解除・公示

（禁止の例外となる行為あり）

指定の事由がなくなったと都道府県知事が認めるときは、

要措置区域の全部または一部ついて指定を解除・公示 区域指定なし
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土壌汚染状況調査・報告

汚染状態に関する基準への適合性

健康状態に関する基準への該当性

土壌汚染状況調査

「土壌汚染対策法」の一部を改正する法律が施行されました
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形質変更時要届出

区域の管理

要措置区域台帳に記載して公衆に閲覧

指定及び公示
（台帳に記載）

都道府県知事が指定・公示するとともに、形質

変更時要届出区域台帳に記載して公衆に閲覧

都道府県知事が指定・公示するとともに、

【汚染の除去等の措置［法第7条］】

指定区域の土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがある

と認めるときは、都道府県知事が土地の所有者等（汚染原

因者が明確な場合は、その行為をした者）に対し、汚染の除

平成15年2月15日に人の健康被害の防止，土壌汚染拡散の防止を目的として、土壌汚染対策法が施行され

ましたが、①法に基づかない土壌汚染の発見の増加、②掘削除去の偏重、③汚染土壌の不適切処理による

【土地の形質変更の制限［法第12条］】

形質変更時要届出区域［法第11条］要措置区域［法第6条］

要措置区域の管理

【土地の形質変更の禁止［法第9条］】

適合

汚染物質除去

汚染物質除去

措置の実施



都道府県知事の手続き 土地所有者等の手続き 調査実施者の手続き

※1） 形質変更着手の30日前

調査義務発生

　120日以内に報告

調査義務発生 調査義務発生

【土壌汚染状況調査】

調査対象地の土壌汚染のおそれの把握（地歴調査）

○可能な限り過去に遡り、調査対象地における汚染のおそれを推定するための情報を入手する。

・資料調査 ○特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設・飛散・流出・地下浸透・

・聴き取り調査 　 貯蔵・保管に関する情報を入手する。尚、特定有害物質の種類には、分解生成物も含まれる。

・現地調査 ［法第３条調査］全ての特定有害物質（全25物質）

［法第４条・第５条調査］調査の命令に係る書面に記載された特定有害物質

［法第３条調査］ ［法第４条・第５条調査］

　調査対象地において土壌汚染のおそれが

　ある特定有害物質の種類の通知の申請

調査対象地において、土壌汚染のおそれが

ある特定有害物質の種類の通知

特定した試料等採取対象物質について、３区分に分類する。　

　○土壌汚染のおそれがないと認められる土地　　

　○土壌汚染のおそれが少ないと認められる土地

　○上記以外の土地（土壌汚染のおそれがあると認められる土地）

※1）法第4条に係る土地の形質変更の届出を要しない行為［規則第25条］

以下のいずれにも該当する場合は、届出対象外

 基準適合 ①形質変更区域外へ土壌を搬出しない

②周辺に土壌の飛散・流出が生じない

基準不適合 ③深さ50㎝未満の形質変更

※2）形質変更時要届出区域内における形質変更時届出不要行為（規則第50条）

該当する 該当しない １）以下のいずれにも該当しない行為

①汚染の除去等の措置を講ずるための構造物に変更を加えること

②形質変更面積が10㎡以上かつ深さ50cm以上

汚染の除去等の措置が必要 汚染の除去等の措置が不要 ③形質変更の深さが3ｍ以上

な区域 な区域（摂取経路の遮断が ２）施工方法が環境大臣の定める基準に適合する旨、都道府県知事の確認

行われた区域を含む） 　　を受けたもの

→汚染の除去等の措置を都道 →土地の形質変更時に都道府

　府県知事が指示［法第７条］ 　県知事に計画の届出が必要

→土地の形質変更の禁止 　（着手の14日前）［法第12条］

　［法第９条］ ※2）

基準への該当性判断

要措置区域 形質変更時要届出区域

［法第６条］ ［法第11条］

土壌汚染調査結果の報告

土壌溶出量基準及び土壌

含有量基準への適合性判断

健康被害が生ずるおそれに関する

調査命令の発出

試料採取等対象物質の種類の特定 （試料採取等対象物質の追加）

有害物質使用特定施設の廃止届 面積3,000㎡以上の土地の形質変更届出 健康被害が生ずるおそれがある土地

汚染のおそれの基準の該当性判断 命令発出条件への該当性判断

情報の入手・把握

調査命令の発出

土壌汚染状況調査の評価

試料採取等

試料採取等を行う区画の選定

試料採取等対象物質の特定

土壌汚染のおそれの区分の分類

－ 土壌汚染状況調査及び要措置区域等の指定の流れ －

【法第３条調査】 【法第４条調査】 【法第５条調査】

規制対象外

注） 調査費用縮減等のために、地歴 調査，試料採取等を行う

区画の選定，試料採取等は、省略可能であるが、その場合
は、試料採取等対象物質が第ニ溶出量基準及び土壌含有
量基準超過の状態とみなされる。


